
あさぎり町観光振興コンテンツ企画制作業務に係る 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この要領は、あさぎり町観光振興コンテンツ企画制作業務（以下「業務」という。）の

受託事業者を公募型プロポーザル方式（以下「本プロポーザル」という。）により選定す

るために必要な事項を定める。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

あさぎり町観光振興コンテンツ企画制作業務 

 

（２）業務内容 

別紙「あさぎり町観光振興コンテンツ企画制作業務仕様書」（以下「仕様書」とい

う。）のとおり 

 

（３）履行期間 

契約締結の日から令和７年３月１９日まで 

 

（４）委託上限額 

７，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ 選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加しようとする者は、単独企業または業務を共同連帯し受託する

ため２以上の者を構成員として結成された共同企業体によるものとし、次に掲げる条件

をすべて満たし、その資格を認められた者とする。 

ア 本町の現状を把握し、具体的な提案等ができること。 

イ 参加申込書提出の際において、本町の工事等請負・委託契約に係る指名停止等

措置要綱に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 

ウ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない

者であること。 

エ 公募開始の日から契約締結までのいずれの日においても、会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成 11 年



法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

オ 本業務を遂行するために必要とされる業務経験等を有した者を従事させること

ができる者であること。 

カ 本業務を一括再委託しない者であること。 

キ 履行期間を遵守すること。 

ク その他、法令等に違反していないこと又は違反する恐れがないこと。 

なお、参加申込書等が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしてい

ないことが判明した場合、要件を満たすまで有資格者としては取り扱わないこと

とする。 

加えて、プロポーザル参加資格のない者が行った提案等、提案書又はそれらの

添付資料に虚偽の入力又は記載を行った者の提案等及び本町の工事等競争入札の

心得の入札条件に違反した者の提案等は無効とする。 

 

５ スケジュールについて 

全体スケジュール（予定） 

・ 令和６年６月上旬  契約・業務開始 

・ 令和６年１２月下旬   コンテンツ利用開始（協議の上決定） 

・ 令和７年３月下旬   実施結果報告書等提出 

（１）契約者決定までの事務手順 

項目 日程 

公募開始及び参加申込受付開始 令和６年４月 24 日（水） 

質疑受付期間 令和６年４月 30 日（火）～５月 10 日（金）正午 

質疑回答 令和６年５月 13 日（月） 

参加申込締切 令和６年５月 14 日（火） 

企画提案者の決定 令和６年５月 17 日（金） 

企画提案書の提出期間 令和６年５月 20 日（月）～５月 24 日（金） 

プレゼンテーション 令和６年５月 28 日（火）予定 

審査結果の通知・公表 令和６年５月 29 日（水）予定 

仕様書協議・委託契約締結 契約者決定後ただちに 

※ 事務の都合上、日程を変更する場合がある。 

 

６ 業者の選定方法 

選定は本町の職員にて構成された「あさぎり町観光振興コンテンツ企画制作業務委託

業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）によるものとし、次に定める「７ 審

査概要」に基づき選定する。 

 

７ 審査概要 



（１）審査基準 

提出書類及びプレゼンテーションの審査基準については、別紙審査基準等を適用す

る。 

 

（２）審査方法 

商工観光課内において、必要書類及び記載内容に漏れがないことを確認後、選定委

員会において、一次審査（書類審査）及び二次審査（プレゼンテーション及びヒアリ

ング）の二段階で審査を行うものとする。ただし、全選定委員の配点合計の平均点が

60 点を超えない場合には、最も高い提案者であっても選定しないこととする。なお、

提案者が 1者のみの場合であっても平均点が 60点を超えていれば選定とする。 

 

ア 一次審査 

選定委員会は、企画提案書等を審査し、提案内容について各選定委員が採点し、

その合計点数に基づき二次審査要請者を３者程度選定する。申込者が３者に満たな

い場合は、一次審査を省略できる。 

イ 二次審査 

（ア） 選定委員会は、二次審査要請者に対してプレゼンテーションを求め、提案

内容について各選定委員が採点し審査を行い、その合計点数により最優秀者

及び次点者を選定する。 

（イ） プレゼンテーションの順番は、参加申込受付の早い順とする。プレゼンテー

ションの時間は、20 分以内とし、そのあと質疑応答を行う。１者あたりの時

間は、30分程度とする。 

（ウ） 説明にあたっては、原則として、事前に提出した企画提案書により行うこ

と。（プレゼンテーションの際に、大型モニターまたはプロジェクター及びス

クリーン等が必要な場合は前日までに事務局へ連絡すること。） 

 

（３）審査結果 

ア 審査結果の通知 

 審査結果は参加者全員に対し書面にて通知する。 

 審査の公平性、透明性を示すために、選定結果を本町のホームページで公開する。 

 審査結果等に対する異議申し立てには応じない。 

 

８ 参加申込書及び企画提案書等提出要領 

本プロポーザルへの参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。

参加資格を認定したすべての参加申込者に対して、公募型プロポーザル方式参加資格

確認通知書（様式５）及び企画提案書提出要請書（様式６）により通知する。 

（１）参加申込書等の提出 

ア 提出書類 



（ア） 参加申込書（様式２） 

（イ） 会社概要書（任意様式） 

事業者等の経歴、役員の構成及び氏名、組織体制、従業員数、事業概要

等が把握できるもの。また、直前１事業年度の事業報告書、貸借対照表及

び損益計算書又はこれらに類する書類で経営状況が把握できるもの。 

（ウ） 業務実績書（様式３） 

（エ） 業務体制表（様式４） 

契約締結後における業務の実施体制（管理責任者、主任担当者及び担当

者の氏名、経験及び担当する業務等）について記載すること。 

イ 提出部数 

提出部数は、２部（正本１部、副本１部）とする。 

ウ 提出期間 

令和６年４月 24日（水）から令和６年５月 14日（火）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午後５時までとする。 

エ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。令和６年５月 14日（火）必着）により提出

するほか、PDFファイル形式の電子データにて提出することも可とする。 

オ 提出先 

〒８６８－０４０８ 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１１９９番地 

あさぎり町役場 商工観光課 

メールアドレス：kankou@asagiri.kumamoto.jp 

 

（２）企画提案書等の提出  

ア 提出書類 

（ア） 企画提案書（様式７）及び企画提案書別紙（任意様式） 

ａ 企画提案書別紙については、仕様書をもとに、業務実施に向けた基本的な考

え方、効果的かつ効率的な具体的実施方法、多様な主体との連携による相乗効

果を生み出す視点等、必要な事項を具体的に記載すること。 

ｂ 提案趣旨やアピールしたいポイントなどを簡潔に分かりやすく記述すること。 

ｃ その他独自提案がある場合は、企画提案書別紙とは別に５ページ以内で、別

冊（以下「企画提案書別冊」という。）として添付可能とする。 

（イ） 業務工程表（任意様式） 

実施スケジュールと役割分担が具体的に分かるように提案すること。 

（ウ） 見積書（任意様式） 

次の３点が分かる記載とすること。 

ａ 仕様書の業務内容に基づき、具体的な積算内訳を記載すること。 

ｂ 見積金額及び内訳金額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。 

c 仕様書の業務内容に応じて一部再委託予定のものがある場合は、その旨を記
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載すること。 

イ 作成上の留意点 

（ア） 紙媒体については、原則、簡易なＡ４ファイルで提出すること。 

（イ） 文字の大きさは、原則として 11ポイント以上とすること。 

（ウ） 企画提案書別紙は、表紙、目次を除き両面印刷とし、20ページ以内とする

こと。 

（エ） 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。 

（オ） 提案書の印刷の色は、カラー、白黒を問わない。 

（カ） 提案書の下段余白中央にページ番号を付けること。 

（キ） 使用言語は日本語とし、提案書の一部に日本語以外の言語を使用する場合

は、同じページ内に注釈を付けること。 

（ク） 企画提案書別紙の表紙には、タイトル（あさぎり町観光振興コンテンツ企

画制作業務）、提出年月日を記載し、正本及び副本に会社名、代表者名を記

名すること。 

（ケ） 見積書の正本には、会社名・会社印、代表者名・代表者印を記名押印する

こと。なお、見積書の宛先は、「あさぎり町長 北口 俊朗」とすること。 

ウ 提出部数 

提出部数は、正本各１部、副本各４部とすること。 

エ 提出期間 

令和６年５月 20 日（月）から令和６年５月 24 日（金）まで（閉庁日を除く。）

の午前９時から午後５時までとする。 

オ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。令和６年５月 24 日（金）必着）により提出す

ること。 

カ 提出先 

〒８６８－０４０８ 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１１９９番地 

あさぎり町役場 商工観光課 

 

（３）参加辞退届の提出 

参加申込書の提出後、プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次の方法

で提出すること。 

ア 提出書類 

参加辞退届（様式８） 

イ 提出期限 

令和６年５月 24日（金）午後５時まで（郵送の場合、必着） とする。 

ウ 提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。） 

エ 提出先 



〒８６８－０４０８ 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１１９９番地 

あさぎり町役場 商工観光課 

（４）質疑の受付及び回答 

参加申込み及び企画提案に関する質疑については、質疑受付期間中に受け付ける。

質疑書（様式１）に質疑内容を簡潔にまとめ、電子メールにより提出すること。 

※ メールの件名には、質疑の回数と会社名がわかるようにすること。 

なお、質疑書提出後、必ず電話により受信確認を行うこと。 

ア 受付期間 

令和６年４月 30日（火）から令和６年５月 10日（金）正午までとする。 

イ 回答方法 

令和６年５月 13日（月）に各社あて電子メールにて連絡する。 

なお、質疑のあった事業者名は公表しない。 

ウ 提出先アドレス及び確認先電話番号 

あさぎり町役場 商工観光課 

メールアドレス：kankou@asagiri.kumamoto.jp 

電話番号：０９６６－４５－７２２０ 

 

９ 参加資格の審査及び結果の通知 

参加申込みの資格審査は、商工観光課が行う。参加申込書等を「６（１）参加資格要

件」により審査し、その結果を令和６年５月 17日（金）に通知する。 

 

10 失格要件 

（１）プロポーザル関係者と不正な接触を行ったとき。 

（２）各書類の提出方法及び提出期限を遵守しないとき。 

（３）企画提案書等の作成に当たり、第三者の著作権を侵害する提案をしたとき。 

（４）各書類に虚偽の内容を記載したとき。 

 

11 経費負担 

今回のプロポーザルに参加するための一切の費用は、参加事業者の負担とする。 

 

12 契約の方法 

本町は、最優秀となった者と予定価格の制限の範囲内で業務委託の契約交渉を行う。た

だし、最優秀者との契約が不調となった場合は、次点者との交渉を行うものとする。 

 

13 その他 

（１）公募型プロポーザル方式は、委託業者を選定するものであることから、具体的な作

業は提案等に記載された内容を反映しつつも、本町との協議に基づいて実施すること。

また、コスト縮減・機能向上を図るために必要に応じて協議を行うこと。 
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（２）契約書作成の要否 「否」 

（３）書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び

測量法（平成４年法律第 51号）に定める単位に限る。 

（４）提出された書類は、本件の審査以外には使用しない。 

（５）参加申込書及び企画提案書等の返却は行わない。 

（６）参加申込者、企画提案書の提出要請者及び二次審査要請者、最終結果（最優秀者、

次点者）、二次審査結果（評価点等）は、原則として公表する。 

（７）参加申込書及び企画提案書は、提出後の差し替え、追加及び再提出は認めない。 

（８）最終結果に対しての意義申し立ては受け付けない。 

（９）業務上の留意事項 

上記「６（１）参加資格要件」等に違反等があった場合は、委託契約の一部又は全部

を解除し、委託料を支払わないこと、若しくは既に支払っている委託料の一部又は全部

を返還させ、又は損害賠償を求めることがあるので十分留意すること。 

 

14 連絡先 

〒８６８－０４０８ 熊本県球磨郡あさぎり町免田東１１９９番地 

あさぎり町役場 商工観光課 

メールアドレス：kankou@asagiri.kumamoto.jp 

電話番号：０９６６－４５－７２２０ 

ＦＡＸ ：０９６６－４５－５１１０ 

 

15 別記様式 

別添のとおり 
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別 紙 

 

審 査 基 準 等 

評価項目 評価基準 配点 

１．業務

実施体制 

１）人員及び

実績 

①本業務を遂行できるだけの経験と実績を有し

ているか。 
5 

②本業務を迅速かつ円滑に遂行するために、管理

責任者及びスタッフが適正に配置されているか。 
5 

２）見積金額 
①魅力的な企画等を実施する上で、適正な見積金

額が提示されているか。 
5 

２．業務

実施方針 

１）提案内容 

①独自性や話題性が高く、参加者の興味を抱かせ

る内容となっているか。 

50 

②町内外の若年層・ファミリー層の参加が見込め

る内容となっているか。 

③観光客の周遊を促すための工夫が提案されて

いるか。 

④地域経済への波及効果が見込まれる内容とな

っているか。 

⑤効率的かつ効果的な広報戦略が提案されてい

るか。 

２）業務内容

の総合的理解

度 

①仕様書の内容に基づいた提案等の説明となっ

ているか。 

35 

②実施方針及び提案テーマの説明を通して専門

性の高い内容となっているか。 

③提案内容や実施手法について、実現可能性のあ

るものとなっているか。 

④目的及び内容の理解度、分析の方向性において

的確なプレゼンテーションとなっているか。 

⑤実施方針及び提案テーマの説明、質疑に対する

応答の明快さ、迅速性があるか。 

合計 100 

備考 最終的な評価結果の得点が同点の場合は、二次審査の評価点が高い者を選定するもの

とする。 

 


